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（（（（（（（（１１１１１１１１））））））））土土土土土土土土浦浦浦浦浦浦浦浦市市市市市市市市のののののののの障障障障障障障障害害害害害害害害者者者者者者者者のののののののの状状状状状状状状況況況況況況況況        

本市の障害者数は，平成２１年４月１日現在，５，０５９人（手帳重複あり）で，市

の総人口１４３，９５８人（平成２１年４月１日現在，市内常住人口）に占める障害者

の割合は３．５％となっています。 

 

障害者数                       （単位：人） 

区分 総数 １８歳以上 １８歳未満 総人口比 

身体障害者 3,988 3,881 107 2.8% 

知的障害者 680 475 205 0.5% 

精神障害者 391 391 0 0.3% 

合計 5,059 4,747 312 3.5% 

＊ 精神障害者数は，精神障害者保健福祉手帳の所持者数（平成２１年４月１日現在） 

 

    

身体障害者（身体障害者手帳所持者）数は，平成２１年４月１日現在で３，９８８

人となっていて，平成１６年度の３，１００人と比較し，約１．２９倍に増えていま

す。 

障害の種類別では，肢体不自由が２，１７５人と最も多く，次に内部障害が１，１

８９人となっています｡また，等級別にみると，１・２級の重度障害者が２，１７４

人と全体の半数を超える５４．５％を占めています。 

 

①①①①    身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者のののの状況状況状況状況 

１１１１    現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

第第第第２２２２章章章章    計画計画計画計画のののの考考考考ええええ方方方方 

表表表表１１１１    
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身体障害者手帳所持者数の推移（等級別）        （単位：人） 

年 
等級 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 

１級 1,152 1,217 1,357 1,403 1,401 1,462 

２級 638 655 700 706 718 712 

３級 435 486 536 560 573 607 

４級 536 595 673 731 722 772 

５級 210 222 257 249 249 244 

６級 129 145 171 178 181 191 

合計 3,100 3,320 3,694 3,827 3,844 3,988 

 （各年度４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者数（種類・等級別）        （単位：人） 

    等級 
種類 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

視 覚 障 害 117 89 27 8 33 25 299 

聴 覚 障 害 4 86 40 64 1 96 291 

音声言語障害 1 2 21 10 0 0 34 

肢 体 不 自 由 574 518 368 435 210 70 2,175 

内 部 障 害 766 17 151 255 0 0 1,189 

合計 1,462 712 607 772 244 191 3,988 

（平成２１年４月１日現在） 

表表表表２２２２    

表表表表３３３３    
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療育手帳所持者数の推移
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知的障害者（療育手帳所持者）数は，平成２１年４月１日現在で６８０人となって

いて，平成１６年度の４８８人と比較し，約１．３９倍に増えています。 

障害の程度別では，最重度（○Ａ ）が１５８人となっており，全体の２３．２％と

なっています。 

 

療育手帳所持者数の推移（年齢別）           （単位：人） 

年 
区分 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

１８歳未満 144 130 182 186 202 205 

１８歳以上 344 352 399 408 448 475 

合計 488 482 581 594 650 680 

（各年度４月１日現在） 

 

療育手帳所持者数の推移（程度別）           （単位：人） 

年 
程度 

平成 16年度 平成17年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

最重度（○Ａ ） 112 113 132 147 149 158 

 重度（Ａ） 143 138 151 146 170 177 

 中度（Ｂ） 147 140 172 173 184 175 

 軽度（Ｃ） 86 91 126 128 147 170 

合計 488 482 581 594 650 680 

 （各年度４月１日現在） 

 

    

②②②②    知的障害者知的障害者知的障害者知的障害者のののの状況状況状況状況 

表表表表４４４４    

表表表表５５５５    
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精神障害者（精神障害者保健福祉手帳所持者）数は，平成２１年４月１日現在で３

９１人となっていて，平成１６年度の２１６人と比較し，約１．８１倍に増加してい

ます。等級別にみると，１級の重度障害者が８４人と全体の２１．５％となっていま

す。 

また，自立支援医療（精神通院）受給者（平成 18 年度までは「精神障害者通院医

療費公費受給者」）は，平成２１年４月１日現在で１，０３０人が受給し，平成１６

年度の８１２人と比較し，約１．２７倍に増加しています。 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（等級別）   （単位：人） 

年 
等級 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

１級 73 70 79 85 87 84 

２級 107 140 178 204 221 210 

３級 36 53 66 79 94 97 

合計 216 263 323 368 402 391 

（各年度４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
自立支援医療(精神通院)受給者数の推移        （単位：人） 

年 
 
平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

受給者数 812 963 1,113 1,090 1,031 1,030 

 （各年度４月１日現在） 

③③③③    精神障害者精神障害者精神障害者精神障害者のののの状況状況状況状況 

表表表表６６６６    

表７ 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

73 70 79 85 87 84

107 140
178

204 221 21036
53

66
79

94 97

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

(人)

３　級

２　級

１　級



 

 ９ 

第第第第２２２２章章章章    計画計画計画計画のののの考考考考ええええ方方方方     

（（（（（（（（２２２２２２２２））））））））アアアアアアアアンンンンンンンンケケケケケケケケーーーーーーーートトトトトトトト調調調調調調調調査査査査査査査査かかかかかかかかららららららららみみみみみみみみるるるるるるるる現現現現現現現現状状状状状状状状とととととととと課課課課課課課課題題題題題題題題    

障害者の数は，年々増加する傾向にありますが，障害者の高齢化，障害の重度化，重

複化の傾向も顕著となっています。また，障害者の社会的自立志向の高まりから，生活

環境や福祉サービスへのニーズが多様化してきています。 

このような状況の中で，本計画の策定にあたり，現在の障害者・市民・関係者等の意

向や現状と課題を把握するため，障害者障害者障害者障害者アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査及び市民向市民向市民向市民向けアンケートけアンケートけアンケートけアンケート調査調査調査調査，，，，

医療医療医療医療・・・・福祉関係者向福祉関係者向福祉関係者向福祉関係者向けアンケートけアンケートけアンケートけアンケート調査調査調査調査，，，，事業者向事業者向事業者向事業者向けアンケートけアンケートけアンケートけアンケート調査調査調査調査を実施しました。 

    

    

〔〔〔〔１１１１〕〕〕〕まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりについてについてについてについて    

● 障害者アンケートの「日中の過ごし方」について，「自宅で過ごしている」と回答

した人が最も多く，半数以上を占めています。また，「日中活動の満足度」について，

「日中活動に不満がある」と回答した場合の理由は，「障害に対する周囲の理解不足」

が多く回答されています。 

● 障害者の地域での安心で安定した暮らしに向け，「スクラムネット」，「ふれあい調

整会議」において，様々な個別ケースを検討してきましたが，地域における障害者福

祉の増進のためには，土浦市地域自立支援協議会を中心とした地域のネットワークの

拡大と充実をさらに図ることが必要となっています。 

● 「障害者計画」及び「障害福祉計画」を指針とした地域福祉の充実に向け，ボラン

ティア活動の振興や障害に対する理解を深めていく必要があります。 

 

〔〔〔〔２２２２〕〕〕〕生活環境生活環境生活環境生活環境についてについてについてについて    

● 障害者アンケートの「外出頻度」について，身体障害者は，「ほぼ毎日」，「週に３

～４回」を合わせても４８．１％と半数に達しておらず，また，「外出時の困難」に

ついては，「交通機関が不便」，「駐車場が不備，少ない」，「歩道に問題が多い」等が

挙げられています。 

● これまでも，バリアフリーのまちづくりのため，「土浦市人にやさしいまちづくり

計画」を推進し，公共施設をはじめとした施設等のバリアフリー化を実現してきまし

たが，障害者が地域で快適に生活していくためには，まちのバリアフリー化をさらに

促進することが重要課題となっており，総合的に施策を推進する必要があります。 

①①①①    障害者障害者障害者障害者アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査からみるからみるからみるからみる現状現状現状現状とととと課題課題課題課題 
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〔〔〔〔３３３３〕〕〕〕障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスサービスサービスサービスなどについてなどについてなどについてなどについて    

● 自宅で生活するために必要な福祉サービスについては，配食サービスや短期入所，

外出支援等の要望が多く，地域生活を支援する福祉サービスの更なる充実が課題とな

っています。 

● 障害者アンケートの「情報の入手先」で「広報等」，「市役所」と回答する方が最も

多く，また，「福祉サービスについて知りたいこと」では，「サービスの内容や利用方

法」が最も多くなっています。 

● 障害者の種別，程度に関わらず，地域の一員として社会と関わりながら地域の中で

自立した生活が行えるよう，情報提供や相談支援を充実していくことが必要です。 

 

〔〔〔〔４４４４〕〕〕〕保険保険保険保険・・・・医療医療医療医療のののの充実充実充実充実についてについてについてについて    

● 障害者アンケートの「自宅で生活できる条件」については，半数以上が「介護を頼

める人がいること」を，４割以上が「主治医や医療機関が近くにあること」を回答し

ており，障害者が適切な医療を受けることや健康管理を行うことが容易にできる医療

体制，介護体制の充実が求められています。 

    

〔〔〔〔５５５５〕〕〕〕障害者障害者障害者障害者教育教育教育教育についてについてについてについて    

● 「今後利用したい市のサービス」では，「相談支援事業」が最も多くなっています。 

● 発達に特別な支援を要する児童に対して，早期に適切な療育支援が行われるよう相

談支援体制を充実するとともに，教育機関等との連携を強化する必要があります。 

    

〔〔〔〔６６６６〕〕〕〕雇用雇用雇用雇用やややや就労就労就労就労についてについてについてについて    

● 障害者が，自由に社会活動や経済活動に参加するためには，就労支援をはじめとす

る各種支援の必要があります。 

● 「つちうら障害者プラン」では，一般就労の促進について，重点施策として促進を

図り，障害者のニーズに対応してきましたが，障害者アンケートの「就労希望」で知

的障害者と精神障害者の約４０％が「働きたい」と回答する一方，「就労状況」で「働

いていない」と回答する方が，いずれの障害においても７０％以上となっています。 

● 長引く不況により雇用情勢が厳しい中で，障害者の雇用・就労においては，さらに

厳しい状況となっており，就労対策の充実は，障害者の自立を支援する上で，今後も

重要な課題となっています。 
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〔〔〔〔７７７７〕〕〕〕生活生活生活生活やややや日中活動日中活動日中活動日中活動についてについてについてについて    

● 「日中活動の満足度」については，身体障害者，知的障害者，手帳未所持者におい

て，「ほぼ満足」と「どちらかと言えば満足」を合わせた割合が半数を超えています。 

● その一方で，「日中活動に不満がある」と回答した場合の理由は，身体障害者，精

神障害者，手帳未所持者では「障害や病気などで思うようにできない」が最も多く，

特に精神障害者では７０．３％と非常に高い割合となっています。 

● 障害者にとって生きがいのある生活のために，日中活動や社会参加を促進する支援

の充実が必要となっています。 

 

    

〔〔〔〔１１１１〕〕〕〕まちづくりについてまちづくりについてまちづくりについてまちづくりについて 

● 市民は，災害時の障害者からの支援依頼について，７割以上が理解を示すなど障害

者福祉を社会的な問題，自分自身の身近な問題として捉えています。 

● 障害者と接する機会がある医療・福祉関係者は，「時々ある」も含めると約９割に

達していますが，市民は約４割が「接する機会はない」と回答しており，地域と障害

者が接する機会の増加について検討する必要があります。 

● 障害者との交流機会について，周知はされていますが，「参加のきっかけが無い」

と答えている方も多く，この対応が求められています。 

● 障害者福祉に関連する事業や事柄に対する市民の認知度は低い割合に留まってお

り，障害者への理解促進のために，周知方法の検討が必要です。 

 

〔〔〔〔２２２２〕〕〕〕生活環境生活環境生活環境生活環境についてについてについてについて    

● 市民は，本市を障害者にとって「住みやすい」よりも「住みにくい」と評価し，「歩

道の段差解消等のバリアフリー化」，「移動交通手段の確保や整備」を優先して取り組

むべきであると考えています。 

● 人にやさしいまちづくり等の推進には，市民の半数が「賛成」で，「内容によって

は賛成」も加えると９割近くが賛成としており，理解が深いと考えられます。    

②②②②    市市市市民向民向民向民向けアンケートけアンケートけアンケートけアンケート調査調査調査調査，，，，医療医療医療医療・・・・福祉関係者向福祉関係者向福祉関係者向福祉関係者向けアンケートけアンケートけアンケートけアンケート調査調査調査調査，，，，
事業者向事業者向事業者向事業者向けアンケートけアンケートけアンケートけアンケート調査調査調査調査からみるからみるからみるからみる現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
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〔〔〔〔３３３３〕〕〕〕障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉サービスなどについてサービスなどについてサービスなどについてサービスなどについて    

● 市民が障害者福祉において望む施策としては，在宅福祉サービスの充実，住みやす

い住宅の確保や整備，就労の推進と多岐にわたっています。 

● 医療・福祉関係者は，行政が優先して取り組むべき施策として，就労の推進，住み

やすい住宅の確保や整備を挙げています。 

● 市民の多くは，障害者のための施設やサービス拠点の設置に賛成しています。 

    

〔〔〔〔４４４４〕〕〕〕保険保険保険保険・・・・医療医療医療医療のののの充実充実充実充実についてについてについてについて    

● 医療・福祉関係者は，障害者にとって，医療を受けるための介護者の確保や医療費

の負担軽減，機能回復訓練等の充実が必要であるとしています。  

    

〔〔〔〔５５５５〕〕〕〕障害者教育障害者教育障害者教育障害者教育についてについてについてについて    

● 事業者は，障害者を雇用する上での課題として，「障害者に適した業務がない事」，

「担当業務の選定」を挙げています。障害者の自立と社会参加を促進し，将来におけ

る就労を目指すためにも，本人の適性や障害の特性に応じた教育・指導を充実する必

要があります。 

 

〔〔〔〔６６６６〕〕〕〕雇用雇用雇用雇用やややや就労就労就労就労についてについてについてについて    

● 医療・福祉関係者は，障害者の地域や社会への参加のために，就労の機会，子ども

の時からのふれあいの機会，障害者が外に出られる機会を増やすことを求めています。 

● 事業者が障害者を雇用する上での課題としては，業務の選定と設備の改善が挙げら

れ，雇用者側は，障害者の職務能力の適正な把握や職業指導・カウンセリングの充実

を重視しています。 

● 障害者を雇用している事業者の多くは，障害者を雇用していて困ったことはないと

答えており，雇用の方法に関しては，ハローワークとの連携を重視しています。 

    

〔〔〔〔７７７７〕〕〕〕生活生活生活生活やややや日中活動日中活動日中活動日中活動についてについてについてについて    

● 市民は，障害者が参加できる地域や社会とするためには，地域において，子どもの

ころから学校などで障害者とのふれあいや助け合いの機会を増やすことや障害者が

外出しやすい環境づくりが必要であると考えています。 
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（（（（（（（（１１１１１１１１））））））））国国国国国国国国のののののののの障障障障障障障障害害害害害害害害者者者者者者者者福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉施施施施施施施施策策策策策策策策のののののののの動動動動動動動動向向向向向向向向        

国の障害者福祉施策の動向については，障害者基本計画における新たな「重点施策実

施５か年計画」（平成１９年１２月）が策定され，平成２０年度から平成２４年度まで

の後期５年間に重点的に取り組むべき課題について，１２０の施策項目と５７の数値目

標，その達成期間を定めています。 

この計画では，現行「重点施策実施５か年計画」期間において行われた法制度の改正

の施行状況等を踏まえ，自立と共生の理念の下に，共生社会の実現に真に寄与するため，

以下に重点を置き，施策展開を図ることとしています。 

 

① 地域での自立生活を基本に，身体障害，知的障害，精神障害，発達障害等の障害の

特性に応じ，障害者のライフサイクル全段階を通じた切れ目のない総合的な利用者

本位の支援を行うこと。 

② 障害者の地域における自立や社会参加に係る障壁を除くため，誰もが快適で利用し

やすいユニバーサルデザインに配慮した生活環境の整備等を推進するとともに，Ｉ

Ｔ（情報通信技術）の活用等により障害者への情報提供の充実等を図ること。 

③ 障害者自立支援法の抜本的な見直しの検討を進め，その結果を踏まえ必要に応じ本

計画の見直しを行うこと。 

④ 障害者の権利及び尊厳を保護し，及び促進するための包括的かつ総合的な国際条約

である障害者権利条約の可能な限り早期の締結を目指して必要な国内法令の整備

を図ること。  

 

（（（（（（（（２２２２２２２２））））））））国国国国国国国国のののののののの制制制制制制制制度度度度度度度度改改改改改改改改革革革革革革革革とととととととと本本本本本本本本市市市市市市市市のののののののの対対対対対対対対応応応応応応応応        

障害者を取り巻く保健福祉制度は，近年，大きく変化しています。それまで「措置制

度」として提供されてきた障害福祉サービスが，平成１５年度に導入された「支援費制

度」では，障害者自身が自分で選び，事業者と契約して利用する「契約制度」に変わり，

障害者の生活も大きく変化しました。その一方で，サービス利用者が急激に増え，国な

どの予算を上回る費用が発生したこと，また，精神障害者がサービスの対象外であるこ

となど，制度としての課題も明らかになりました。このような課題や，その他のさまざ

まな障害者福祉の課題を解決するため，「障害者自立支援法」が成立し，平成１８年４

月から施行されました。 

２２２２    障害障害障害障害者者者者福祉施策福祉施策福祉施策福祉施策のののの動向動向動向動向とととと対応対応対応対応    
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本市においては，つちうら障害者プランにより，平成１２年度から１０年間にわたり

「ともに生きる うるおいのある まちをめざして」を基本理念に，各分野にわたる事

業を計画し，推進してきましたが，これらの障害者を取り巻く社会状況の変化に合わせ

て，今後とも計画期間中の各種事業の実施状況を点検するとともに，障害者のニーズや

障害者福祉に係る諸事業の効果を勘案しながら，各種の施策や事業の改善を図り，総合

的に施策を進めていきます。 

また，この「障害者自立支援法」では，各自治体が障害者のニーズなどを踏まえなが

ら必要なサービスを計画的に確保していくために，「市町村障害福祉計画」を策定する

ことが義務付けられています。本市では，平成１８年度に「土浦市障害福祉計画（第１

期）」，平成２０年度に「土浦市障害福祉計画（第２期）」を策定し，「土浦市障害者計画

（つちうら障害者プラン）」の実施計画として位置づけ，障害福祉サービス及び地域生

活支援事業の提供におけるサービスの種類ごとの見込量とその確保のための方策等及

び数値目標を明らかにしました。 

本計画においても，引き続き「土浦市障害福祉計画」を実施計画として位置づけ，す

べての障害者が安心して自立した生活を送れるよう，支援施策を推進していきます。 

 

 

 



 

 １５

第第第第２２２２章章章章    計画計画計画計画のののの考考考考ええええ方方方方     

  

本計画の基本理念を次のように掲げます。 

    

 

  

「ともに生きるまち」とは，「ノーマライゼーションの理念」の下，障害のある人

も障害のない人もともに生活し，活動できる地域社会のことです。制度や意識の改革

を進めて，まちや社会のバリアを取り除き，社会が障害者を自然に受け入れられる環

境を整備していきます。 

また，障害のある人と障害のない人が「ともに生きる」には，障害者が自立をめざ

すとともに，積極的に社会に参画し，その能力を最大限発揮できなくてはなりません。

そのために，保健，医療，福祉，教育や就労など，各分野において障害者への支援策

を充実していきます。 

 

    

  「うるおいのあるまち」とは，障害のある人も障害のない人も楽しく，いきいきと

生活できるまちのことです。 

  障害者のニーズに応じた，日常生活上の質の高い十分な支援や緊急時の対策等を図

ることにより，生活の安定・安心を支援するとともに，スポーツ・文化等の余暇活動

や団体活動等の交流活動を支援して，障害のある人にとっても，障害のない人にとっ

ても「うるおいのあるまち」の実現を目指していきます。 

（（（（２２２２））））うるおいのあるまちづくりうるおいのあるまちづくりうるおいのあるまちづくりうるおいのあるまちづくり    

３３３３    基本理念基本理念基本理念基本理念    

（（（（１１１１））））ともにともにともにともに生生生生きるまちづくりきるまちづくりきるまちづくりきるまちづくり 
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本計画の基本理念を実現するため，社会経済情勢の変化や障害者のニーズを考慮して，

次の３つの基本的視点に基づき，施策を体系化します。 

 

    

障害者の多くが住み慣れたところで，地域の人々とともに安心して暮らしていきた

いと思っています。そのためには，保健，医療，福祉をはじめ，教育や就労など様々

な分野の専門的なサポートが必要であるとともに，地域の人々の協力が不可欠です。 

障害者の地域での安心・安全な生活を実現するため，「土浦市ふれあいネットワー

ク」，「土浦市地域自立支援協議会」などの組織を活用しながら，地域の人々と共に，

協働体制によって一人ひとりの障害者を支援することにより，障害者が社会に積極的

に参加し，住み慣れた地域で快適に暮らしていけるようにします。 

 

    

福祉サービスについては，本計画に位置づける各事業の充実と総合的な調整により，

本人の状況や障害の内容と程度に合った質の高い多様なサービスの提供を図ります。 

また，各種の支援内容についての情報の提供・相談体制の充実などを図り，障害者

が必要とするサービスを適正に受けられるようにします。 

 

    

保健，医療，福祉，教育や就労の関係機関等との連携と，それぞれの部門の支援対

策の充実を図り，乳幼児期から学齢期，成年期，高齢期に至るまでライフステージの

全段階を通して，ニーズに応じた適切な支援をすることにより，障害者が生涯を通し

て，その人らしく自立した生活を送れるようにします。 

（（（（３３３３））））自立生活自立生活自立生活自立生活のののの支援支援支援支援    

（（（（２２２２））））総合的総合的総合的総合的なななな福祉福祉福祉福祉サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供    

（（（（１１１１））））地域地域地域地域とのとのとのとの協働協働協働協働    

４４４４    基本的視点基本的視点基本的視点基本的視点    
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（（（（（（（（１１１１１１１１））））））））基基基基基基基基本本本本本本本本目目目目目目目目標標標標標標標標        

基本理念及び基本的視点に基づき，本計画では，次の７つの基本目標を掲げます。 

        

                

    

    

    

    

    

    

    

（（（（（（（（２２２２２２２２））））））））施施施施施施施施策策策策策策策策のののののののの方方方方方方方方向向向向向向向向とととととととと個個個個個個個個別別別別別別別別事事事事事事事事業業業業業業業業のののののののの実実実実実実実実施施施施施施施施        

 ○ 基本目標の達成を目指して，施策の方向を定めます。 

○ 施策の方向に基づいて，各種の事業を実施します。 

基本目標基本目標基本目標基本目標７７７７ 生生生生きがいのあるきがいのあるきがいのあるきがいのある生活支援生活支援生活支援生活支援 

基本目標基本目標基本目標基本目標６６６６ 就労支援就労支援就労支援就労支援とととと働働働働くくくく場場場場づくりづくりづくりづくり 

基本目標基本目標基本目標基本目標５５５５ 個個個個性性性性をををを生生生生かすかすかすかす教育教育教育教育・・・・育成育成育成育成のののの推進推進推進推進 

基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４ 保健保健保健保健・・・・療育体制療育体制療育体制療育体制のののの充実充実充実充実 

基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３ 総合的総合的総合的総合的なななな障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供 

基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２ 安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備 

基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１ 助助助助けけけけ合合合合いのいのいのいのあるあるあるあるまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり 

５５５５    基本目標基本目標基本目標基本目標とととと施策施策施策施策 
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【【【【基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】    

ともにともにともにともに生生生生きるきるきるきる    うるおいのあるうるおいのあるうるおいのあるうるおいのある    まちをめざしてまちをめざしてまちをめざしてまちをめざして    
    

①　地域福祉の充実

②　福祉教育の充実

③　ボランティア活動の振興

④　広報啓発活動の推進

①　バリアフリーのまちづくりの推進

②　居住環境の整備

③　行動範囲の拡大

④　緊急時救援体制の整備

③　教育環境の整備

②　サービス提供の基盤整備

③　在宅障害者の支援

④　情報提供の充実

⑥　人材の育成・確保

③　健康づくりの充実

①　就学前障害児の育成支援

②　障害児教育の充実

①　スポーツ・レクリエーション活動の支援

②　生涯学習活動の支援

③　社会参加の促進

①　一般就労の支援

②　福祉的就労の場の提供

①　障害福祉サービス等の充実

⑤　生活安定のための施策推進

①　母子保健の充実

②　療育体制の充実

（（（（（（（（３３３３３３３３））））））））施施施施施施施施策策策策策策策策のののののののの体体体体体体体体系系系系系系系系        

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域との協働 

●総合的な福祉サービスの提供 

●自立生活の支援 
基本的視点基本的視点基本的視点基本的視点    

 

基本目標基本目標基本目標基本目標    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    

基本目標基本目標基本目標基本目標７７７７    

生生生生きがいのあるきがいのあるきがいのあるきがいのある生活支援生活支援生活支援生活支援    

基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    

助助助助けけけけ合合合合いのあるまちづくりいのあるまちづくりいのあるまちづくりいのあるまちづくり    

基本目標基本目標基本目標基本目標６６６６    

就労支援就労支援就労支援就労支援とととと働働働働くくくく場場場場づくりづくりづくりづくり    

基本目標基本目標基本目標基本目標５５５５    

個性個性個性個性をををを生生生生かすかすかすかす教育教育教育教育・・・・育成育成育成育成のののの推進推進推進推進    

基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４    

保健保健保健保健・・・・療育体制療育体制療育体制療育体制のののの充実充実充実充実    

基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    

総合的総合的総合的総合的なななな障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供    

基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    

安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    
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